
 

 

 

 

 

議案第１０３号関連資料 

こども医療費助成制度の拡充に伴うシステム改修について 

 

１ 趣旨・目的 

本市では、平成 25年 7月に中学校３年生までの医療費の無償化を実施し、その後も保

育料の第２子以降の無償化や中学校給食の無償化などの実施により、子育て世帯の経済

的負担の軽減を図ってきました。 

しかし、中学校卒業後は公的支援が少なく、高校生を持つ家庭にとっては子育てにか

かる経済的負担は大きく、さらにコロナ禍のなかにあって、生活は厳しくなっています。 

そこで、高校生世代のこどもを持つ家庭の経済的負担の軽減を一層図り、経済的な理

由で病院へ行くことをためらうことのないよう、こども医療費助成制度による医療費の

無償化の対象者を 18 歳到達以後の 3月 31日まで拡充しようとするものです。 

なお、18歳までの対象者の拡充につきましては、医療費助成システムの改修が必要と

なることから、システム改修費を補正予算に計上するものです。 

 

 

２ 制度の拡充内容 

【現行】 

助成対象 所得制限 一部負担金 

15歳到達以後の最初の３月 31日までのこども なし なし 
 
【拡充後】 

助成対象 所得制限 一部負担金 

18歳到達以後の最初の３月 31日までのこども なし なし 
 

※詳細は別紙のとおり 

 

３ システム改修 

 (1)内容 

   ・こども医療の対象者を 18歳まで拡大 

   ・母子家庭等医療、重度障害者医療と対象者を二重管理 

   ・県補助金の請求に対応できるデータ集計機能を追加 

 

 (2)予算 

   委託料   １５，０００千円（税込） 

 

 (3)期間 

   令和３年１月 ～ 令和３年３月 

 

 

 

 

 

 

 

文 教 厚 生 常 任 委 員 会 資 料 

2020 年(令和２年)12 月 14 日 

こども局子育て支援室児童福祉課 



 

別 紙 

こども医療費助成制度の拡充について 

 

現在中学校３年生までの医療費の無償化の対象者を、18 歳到達以後の最初の 3 月 31

日まで拡充しようとするものです。開始時期は、受給者証の次の更新時期である令和３

年７月を考えており、３月市議会において条例改正案、当初予算案を提案する予定です。 

 

 

１ 条例について 

  【主な改正点】 

条  例 改 正 点 

明石市こども医療費 

の助成に関する条例 

・対象となるこどもの定義を 18 歳に達する日以後の最初

の３月 31日までに拡大する 

・医療費助成を受けることができる対象者として、「こど

もの保護者」の他に「高校生世代のこども本人」を追加

する 

明石市母子家庭等医療費

の助成に関する条例 

・こども医療の年齢拡大に合わせ、高校生世代のこどもに

ついては、母子家庭等医療費助成制度とこども医療費助

成制度の併給が可能となるように、規定を整備する 

明石市重度障害者医療費

の助成に関する条例 

・こども医療の年齢拡大に合わせ、高校生世代のこどもに

ついては、重度障害者医療費助成制度とこども医療費助

成制度の併給が可能となるように、規定を整備する 
 
  

２ 予算について 

   制度拡充による市の年間負担額      ２１２，０００千円 

（内訳） 

【歳出増】医療費       ２０７，０００千円 

         事務手数料       ３，０００千円 

        【歳入減】国保国庫負担金     ２，０００千円   

 

   令和３年度の当初予算案には、令和３年７月から令和４年３月までにかかる経費を

計上する予定です。 

 

３ スケジュールについて 

 

開始時期    2021年（令和３年）７月１日（予定） 

 

日 程 内 容 

2021年(令和３年)  

１月上旬 システム改修開始 

２月中旬 ３月議会 条例改正・予算案提出 

４月中旬 対象者に申請書送付 

６月下旬 受給者証発送 

７月 制度開始 

 

４ 16歳以上に助成（年齢以外の要件なし、一部負担金なし）している他市の状況 

 ⑴ 兵庫県内   小野市 

 ⑵ 兵庫県外   埼玉県熊谷市、静岡県沼津市、岐阜県大垣市など 


